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政治 法の

１ 政治

在の が の政治 は、 主 の 理の に、選挙を て選ばれた 員によって

される 会が、 の を体 しつつ 政を運営していく 会 主政治です。

選挙を て表 された の によって、 政の方 が定められるというのが理 です

が、 の政治の場では、政党その の政治団体、政治 の政治活動によって の

が組織 され、表 され、 されることになります。したがって、その政治活動が公 か

つ公正に行われ、 に の の と のもとに行われる必要があります。

に政治資金の になると、 政治 が る があるため、これを規正する

ことにより な政治活動を しようとするものです。

２ 政治 方法

政治資金の規正の方法については、２つの 方があります。１つは、政党・政治団体に

支 書の提出を 務 け、これを公 することによって に の資 を し、その

についての は に任せるという 方であり、 方は、政治資金の公 の なら

政治 の をあらか め するため、資金の 受 体についても 体的な を

るという 方です。

政治団体の種類

１ 政治団体

政治資金規正法（以 「法」という。）における政治団体とは次に る団体をいい、組織

又は政治団体となった日から７日以内に、主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会

に届け出なければなりません。（法第３条第１項、第６条）

① 政治 の主 しくは を し、支 し、又はこれに 対することを の目的と

する団体

② 定の公職の候補者を し、支 し、又はこれに 対することを の目的とする団

体（いわ る「後 会」）

③ 記以外の団体で次に る活動を主たる活動として組織的かつ 的に行う団体（ ）

政治 の主 しくは を し、支 し、又はこれに 対すること。

定の公職の候補者を し、支 し、又はこれに 対すること。

（ ）「主たる活動として組織的かつ 的に行う団体」とは、外 的には、文 団

体、 団体、経 団体等の とく、政治目的以外の目的を ている団体であっ

ても、事 、 及び に る活動がその団体活動の主たる 分を めており、

かつ、その活動が組織的、 的である団体をいいます。

よって、文 団体、 団体、経 団体等が選挙のときにたまたま 定の候補者

を したり、 したりすることがあっても、一 的には、政治資金規正法にお

ける政治団体には該当しません。

た し、公職選挙法 では「政治活動を行う団体」として、選挙 における政治

活動について規 を受ける場合があります。
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（１）政党（法第３条第２項）

政党とは、政治団体のうち次のい れかの要 に該当するものをいいます。

会 員を 以 するもの。

の 員総選挙、 又は の参 員 選挙のい れかの

を た が２ 以 であるもの。

（２）政党の支

政党の支 とは、 記（１）の政党の支 であり、政党の が 行した支 書等を添付し

て届け出たものをいいます。

政党の支 は、一以 の市町村の区域又は公職選挙法第１２条に規定する選挙区の区域を と

して設けられるものでなければ、政党及び政治資金団体以外の政治団体と なされ、法 等からの

寄附は受けられません。（法第２１条第４項）

（３）政治団体と なされるもの

政 団体（法第 条第１項第１ ）

政治 の主 又は を する目的を する団体で、 会 員が主 するもの又は

その主要な 員が 会 員であるものをいいます。

政治資金団体（法第 条第１項第２ ）

政党のために資金 の をする目的を する団体で、政党が指定し、その旨を総務

大臣に届け出たものをいいます。

定 ー ー 団体(法第１８条の２)

政治団体以外の者が、 定 ー ー（政治資金 ー ーの対 に る が１

以 になることが まれるもの）を する場合、当該 定 ー ーを

しようとする から政治団体と なされ、設立届等の提出が必要となります。

（４）政治団体の支 （法第１８条）

政治団体が支 を する場合、 則として ・支 は各 一つの政治団体と なされま

す。したがって、支 にあっても設立の届出、会計 の 付け、 の記載及び 支

書の提出等をしなければなりません。

た し、寄附の 受の に関しては、 ・支 を て一つの政治団体と なされ、

を ての寄附は受けられません。

法にいう政治団体の支 とは、おおむ 次の要 を たものをいいます。

の規約等に規定されたその組織の 組織であり、 と主 の関 にあるこ

と。

の指 総 の に、一定の で 主的に政治活動をすることが められてい

ること。

会計について、一定の 内で金 等の 受を行 る にあること。

記の要 を たさない 組織（会計 立していないもの及び なる 事務所的な

ものなど）は、法 の「政治団体の支 」とはなりません。したがって、この 組織の行

った ・支出は 組織が行ったものとなりますので、 支 書は、 組織、 組

織を合わせた分を することになります。
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２ 団体

政治 （公職の候補者、公職の候補者とな うとする者及び公職に在職している者）が、

分のために政治資金の 出を受け、その政治資金を り わせる政治団体として、指定した政

治団体をいいます。

（１）資金管理団体の指定

資金管理団体の指定は、政治 一 につき一団体に るものとし、政治 らがその代表

者であることが必要です。

資金管理団体となりうる政治団体は、１ページの の１の①又は②に該当する政治団体で、

政治 らが代表者であっても、政党（支 を含む。）、政 団体、代表者である政治

以外の者を 又は支 することを目的とする政治団体は指定することはできません。

資金管理団体を指定したときは、指定の日から７日以内に「資金管理団体指定届」を提出

しなければなりません。（法第１９条）

（２）資金管理団体の

定寄附（資金管理団体の届出をした公職の候補者が、政党から受けた政治活動に

関する寄附の 又は一 を らの資金管理団体に対してする寄附）は、寄附の総

（ １ ）が されません。（法第２１条の３第４項）

資金管理団体の届出をした公職の候補者が、 らの資金管理団体に対してする 定

寄附以外の寄附（ 資金による寄附）については、寄附の （ １

）が されませんので、総 （ １ ）の 内において寄附

をすることができます。（法第２２条第３項）

公職の候補者は、公職選挙法の規定により選挙 の一定 （ 任 の場合は、

任 の日 ９ 日から選挙 日までの ） の後 団体に寄附することが さ

れますが、 らの資金管理団体に対しては寄附をすることができます。（公職選挙法

第１９９条の 第３項）

資金管理団体は、 １９ ８ ６日以 、 地 しくは の所 又は の

所 を目的とする地 しくは 地の を し、又は することができま

せん。（法第１９条の２の２）

なお、 １９ ８ 日以 から き き所 している 動 については、

その の の を 支 書に記載しなければなりません。

資金管理団体（ 会 員関 政治団体であるものを く。）は、 ２ 分の

支 書から、 以外の経 のうち１ 以 の支出について、 支 書

に を記載するとともに、その領 書等の しを せて提出しなければなりません。

(法第１９条の の２)
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政治団体

会 員関 政治団体とは、政党、政治資金団体及び政 団体を く次に る政治団

体をいいます。（法第１９条の７）

① 会 員・候補者（ 会 員に る公職の候補者とな うとする者を含む。以 同 。）

が代表者である政治団体（以 「１ 団体」という。）

② 法第４１条の１８第１項第４ に規定する寄附金 の を受ける政治

団体のうち、 定の 会 員・候補者を し、又は支 することを の目的とする政

治団体（以 「２ 団体」という。）

③ 政党の支 であって、 会 員に る選挙区の区域を として設けられるもののうち、

会 員・候補者が代表者であるもの（以 「 なし１ 団体」という。）

（１） 会 員関 政治団体の届出

会 員関 政治団体に該当する場合、設立又は 会 員関 政治団体に該当することに

なった日（２ 団体に該当する場合は、 会 員・候補者から 会 員関 政治団体に該当

する旨の を受けた日）から７日以内に、設立届又は異動届を主たる事務所の所在地の都

道府県の選挙管理委員会に提出しなければなりません。（法第６条、第７条）

会 員関 政治団体の届出に しては、以 のことに してく さい。

会 員・候補者は、２ 団体に該当する政治団体がある は、当該政治団体に対

し、 なく、 会 員関 政治団体に該当する旨の （３３ページを参照）をし

なければなりません。（法第１９条の８第１項）

会 員・候補者が代表者である政治団体で、かつ、３の②寄附金 の を受

け、代表者である 会 員・候補者を し、又は支 することを の目的とする

政治団体は、１ 団体と２ 団体の 方に該当することになります。

寄附金 の を受けない場合は、 定の 会 員・候補者を し、又は支

することを の目的とする政治団体であっても２ 団体には該当しません。

「都道府県 」等の政党の支 で、行政区域としての都道府県を として設けら

れているものについては、 なし１ 団体には該当しません。

（２） 会 員関 政治団体の

会 員関 政治団体は、「 支 の 正の 」と「 支 の の 」の

から、 ２１ 分の 支 から次に る が されます。

支 に関する （法第１９条の９ 第１９条の１１）

① ての支出について領 書等を し、要旨の公表の日から３ しなければ

なりません。

② 以外の経 のうち１ １ を る支出について、 支 書に を記

載するとともに、その領 書等の しを せて提出しなければなりません。

③ 支 書の提出 は、 則として の 日（提出 に 政選挙があ

った場合は６ 日）までです。

解散した 会 員関 政治団体にあっては、解散の日から６ 日以内に提出するこ

ととなっています。
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政治資金 による政治資金 （法第１９条の１３、第１９条の１４）

支 書を提出するときは、あらか め、 支 書、会計 、領 書等につい

て、 政治資金 （政治資金 正 委員会に る名 に された 、

公 会計 、 理 ）による政治資金 を受け、 政治資金 が した政治

資金 書（ 。 し 。）を添 て 支 書を提出しなければなりません。

領 書等の （法第１９条の１６）

以外の経 のうち１ １ 以 の支出に る領 書等の し（以 「 領

書等の し」という。）については、要旨の公表の日から３ 、 の対象と

なります。

なお、 で 会 員関 政治団体以外の政治団体になった場合においても、領 書

等は３ しなければなりません。

    領 書等の しの の 的な れ

① 書の提出

領 書等の しを しようとする者は、総務大臣又は都道府県の選挙

管理委員会に対し 書を提出します。

② 領 書等の しの提出

を受けた総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、 が の

又は公の しくは の に すると められる場合に該当するときを

き、 があった日から１ 日以内に、 会 員関 政治団体の会計責任者

に対し、 領 書等の しの提出 をします。

③ 領 書等の しの提出

会 員関 政治団体の会計責任者は、提出 があった日から 則２ 日以内

に、 領 書等の しを総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に提出します。（ ）

定

総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、 領 書等の しの提出があった

日から 則３ 日以内に 定をし、 又は しの 付の方法により しま

す。

（ ）

・事務 理 の その 正当な理由があるときは、提出 の を めるこ

とができます。

・提出 に して 領 書等の しの提出がないときは、その 会 員関

政治団体の名 ・主たる事務所の所在地が公表されます。

・ 支 書と せて提出される 以外の経 で１ １ を る支出に

る領 書等の しは、 公 法または都道府県の 公 条 に く

の対象となります。
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Ⅲ 政治団体の設立・異動・解散

１ 届出先及び方法

政治団体に関する各種届出は、次の区分により提出することになります。

① 一の都道府県の区域において、主としてその活動を行う政治団体

主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会

② 複数の都道府県の区域にわたり、又は主たる事務所の所在地の都道府県の区域以外に

おいて、主としてその活動を行う政治団体

主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会を経由して総務大臣

③ 政党及び政治資金団体

主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会を経由して総務大臣

したがって、政治団体の各種の届出については、市町村の選挙管理委員会を経由することは

一切なく、窓口はすべて都道府県の選挙管理委員会となります。

なお、各種届出のうち、政治団体の設立届及び異動届については、郵送によることなく、文

書で直接届け出なければなりません。（法第６条第１項）

２ 届出の種類

政治団体には次のような届出が必要です。

届出方法等は、８ページ「政治団体の設立・異動・解散等の届出」を参照

（１）政治団体設立届（法第６条）

政治団体は、代表者・会計責任者・会計責任者の職務代行者を各１名選任し、「政治団体

設立届」により、組織又は政治団体となった日から７日以内に、規約・党則・綱領等政治団

体の目的・組織・運営に関して定めたもの等を添付して届け出なければなりません。

なお、会計責任者と会計責任者の職務代行者は兼任することができません。

また、政治団体は、設立届を提出した後でなければ、政治活動（選挙運動を含む。）のた

めに、寄附を受け又は支出をすることができません。（法第８条）

（２）資金管理団体指定届（法第１９条第２項、同条第４項）

公職の候補者は、資金管理団体の指定をした日から７日以内に、その旨届け出ることとさ

れています。

この場合、当該指定届に記載した事項が真正であることを誓う旨の宣誓書を添付しなけれ

ばなりません。

（３）届出事項の異動届（法第７条）

異動届は、政治団体の設立届により届け出たすべての事項が対象となり、異動の日から７

日以内に届け出なければなりません。

したがって、団体名、代表者、会計責任者等の変更はもとより、規約・会則などの添付書

類の内容に異動があった場合も、この異動届が必要となります。
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（４）資金管理団体届出事項の異動届（法第１９条第３項第３ 、同条第４項）

（３）の「異動届」を提出する団体が資金管理団体の場合で、資金管理団体指定届の記載

事項（公職の種類・資金管理団体の名 ・主たる事務所の所在地・代表者の 名）に変更が

あるときは、異動の日から７日以内に「資金管理団体届出事項の異動届」の提出も必要とな

ります。

この場合、当該異動届に記載した事項が真正であることを誓う旨の宣誓書を添付しなけれ

ばなりません。

（ ）政治団体解散届（法第１７条）

政治団体の代表者及び会計責任者であった者が届け出る場合

政治団体が解散又は目的の変更等により政治団体でなくなったときは、代表者及び会

計責任者は、その日から３ 日以内（ 会 員関 政治団体にあっては６ 日以内）に

「政治団体解散届」と解散 の１ １日（設立 と解散 が同一の場合は設立日（ に

おいて同 。））から解散日までの「 支 書」を せて提出しなければなりません。

政治団体の がその支 の解散を届け出る場合

政治団体の は、当該政治団体の支 が解散したときは、当該支 の代表者及び会

計責任者に代わって、その支 の解散を届け出ることができます。

この場合、政治団体の は当該支 の代表者及び会計責任者に対し、解散を届け出

た旨の をしなければなりません。（法第１８条第 項）

当該 を受けた支 の代表者及び会計責任者は、解散の日から３ 日以内（ 会

員関 政治団体にあっては６ 日以内）に、解散 の１ １日から解散日までの「 支

書」を提出しなければなりません。

法第１７条第２項 団体となった場合

法第１７条第２項 団体（９ページ「２の（１） 支 書の提出」を参照）とな

った場合、政治団体の 解散、 は められていないため、解散届を提出する必要

があります。

法第１７条第２項 団体が解散する場合は、解散届と せて、 提出分の 支

書と解散 の１ １日から解散日までの 支 書を提出しなければなりません。

（６）資金管理団体指定 届及び資金管理団体でなくなった旨の届

（法第１９条第３項第１ 及び第２ 、同条第４項）

資金管理団体の届出をした者は、資金管理団体の指定を り した場合は「資金管理団体

届」を、指定を受けた政治団体が解散した場合、指定の届出をした者が公職の候補者で

なくなった場合又は指定を受けた政治団体の代表者でなくなった場合、その団体が資金管理

団体にはなれない団体となった場合には「資金管理団体でなくなった旨の届」を、その事

が た日から７日以内に提出しなければなりません。

この場合、当該届に記載した事項が真正であることを誓う旨の宣誓書を添付しなければな

りません。
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記載例

様式 記載例
政党の
支部

その他の
政治団体

政党の
支部

その他の
政治団体

政党の
支部

その他の
政治団体

P30 ○ ○ ※２ ※２

P95 P31 ○ ※３

P96 P32 ○ ※４

P97 P33 ※５ ※５

P98 P34 ※６ ※６

P101 P36 ※７

○
※８

○
※８

記載例

宣誓書

○･･･ 必ず添付。
※1　内容不備の場合の便宜を図るため、持参提出してください。
※2　規約等の記載内容に異動がある場合は必要。
※3　本部の名称及び所在地、支部の名称に異動がある場合は必要。　
※4　支部の名称、所在地、活動区域に異動がある場合は必要。　
※5　国会議員関係政治団体の２号団体の要件に該当する場合は必要。

※7　国会議員関係政治団体の２号団体の要件に該当しなくなった場合は必要。
※8　国会議員関係政治団体に該当していた場合は、登録政治資金監査人が作成した政治資金監査報告書も必要。

長崎市、諫早市、大村市、西海市、西彼杵郡 長崎県選挙管理委員会

　長崎市尾上町３－１（長崎県庁行政棟４階市町村課内）

佐世保市、平戸市、松浦市、東彼杵郡、北松浦郡 県北地方書記室

　佐世保市木場田町３－25　（県北振興局企画振興課内）

島原市、雲仙市、南島原市 島原地方書記室

　島原市城内１－1205　　　　（島原振興局総務課内）

五島市、南松浦郡 五島地方書記室　

　五島市福江町７－１　　　　（五島振興局総務課内）

壱岐市 壱岐地方書記室

　壱岐市郷ノ浦町本村触570　 （壱岐振興局総務課内）

対馬市 対馬地方書記室

　対馬市厳原町宮谷224　　 　（対馬振興局総務課内）

（TEL　0920-47-1111）

（TEL　0920-52-1311）

（TEL　095-824-1111）

（TEL　0956-23-4211）

（TEL　0957-63-0111）

（TEL　0959-72-2121）

解散年の収支報告書
（領収書等の写しを含む。）

国会議員関係政治団体に
該当する旨の通知

届出方法

政治団体（政党、政治資金団体、政策研究団体、特定パーティー開催団体を除く。）の届出

資　金　管　理　団　体　の　届　出

添
付
書
類

P37

資金管理団体でなくなった旨

指定取消の日から７日
以内

資金管理団体でなく
なった日から７日以内

下記届出事項の異動の
日から７日以内
・代表者の公職の種類
・団体の名称
・事務所所在地
・代表者の氏名

文書で提出

異動 指定取消

P39 P40

文書で提出

○○

P41

P29 P35

届出様式 P104 P105 P106

文書で提出

政党の状況に関する届

被推薦書

国会議員関係政治団体に
該当しなくなった旨の通知

政治団体の区分

届　出　先政治団体の事務所所在地

※6　被後援者の公職の種類が都道府県議会議員、知事、政令指定都市の長又は議員で、課税上の優遇措置の適用
　　を受ける場合は必要。

添付書類 ○ ○

届出区分

届出期限

設立

組織の日又は政治団体
になった日（国会議員
関係政治団体の２号団
体に該当する場合は※
６の通知を受けた日）
から７日以内

届出期限

届出方法

届出様式

届出区分

規約・会則・綱領等

支部証明書

※１

P102

異動

異動の日（国会議員関
係政治団体の２号団体
に該当する場合は※
５、２号団体に該当し
なくなった場合は※７
の通知を受けた日）か
ら７日以内

直接文書で(郵便不可）

P99

指定

指定の日から７日以
内

P38

P103

文書で提出

政治団体の設立・異動・解散等の届出

直接文書で(郵便不可）

P93

解散

解散又は政治団体でな
くなった日から30日以
内（国会議員関係政治
団体に該当していた場
合は60日以内）５

指定の日から７日
以内

記載例

様式 記載例
政党の
支部

その他の
政治団体

政党の
支部

その他の
政治団体

政党の
支部

その他の
政治団体

P30 ○ ○ ※２ ※２

P95 P31 ○ ※３

P96 P32 ○ ※４

P97 P33 ※５ ※５

P98 P34 ※６ ※６

P101 P36 ※７

○
※８

○
※８

記載例

宣誓書

○･･･ 必ず添付。
※1　内容不備の場合の便宜を図るため、持参提出してください。
※2　規約等の記載内容に異動がある場合は必要。
※3　本部の名称及び所在地、支部の名称に異動がある場合は必要。　
※4　支部の名称、所在地、活動区域に異動がある場合は必要。　
※5　国会議員関係政治団体の２号団体の要件に該当する場合は必要。

※7　国会議員関係政治団体の２号団体の要件に該当しなくなった場合は必要。
※8　国会議員関係政治団体に該当していた場合は、登録政治資金監査人が作成した政治資金監査報告書も必要。

長崎市、諫早市、大村市、西海市、西彼杵郡 長崎県選挙管理委員会

　長崎市尾上町３－１（長崎県庁行政棟４階市町村課内）

佐世保市、平戸市、松浦市、東彼杵郡、北松浦郡 県北地方書記室

　佐世保市木場田町３－25　（県北振興局企画振興課内）

島原市、雲仙市、南島原市 島原地方書記室

　島原市城内１－1205　　　　（島原振興局総務課内）

五島市、南松浦郡 五島地方書記室　

　五島市福江町７－１　　　　（五島振興局総務課内）

壱岐市 壱岐地方書記室

　壱岐市郷ノ浦町本村触570　 （壱岐振興局総務課内）

対馬市 対馬地方書記室

　対馬市厳原町宮谷224　　 　（対馬振興局総務課内）

（TEL　0920-47-1111）

（TEL　0920-52-1311）

（TEL　095-824-1111）

（TEL　0956-23-4211）

（TEL　0957-63-0111）

（TEL　0959-72-2121）

解散年の収支報告書
（領収書等の写しを含む。）

国会議員関係政治団体に
該当する旨の通知

届出方法

政治団体（政党、政治資金団体、政策研究団体、特定パーティー開催団体を除く。）の届出

資　金　管　理　団　体　の　届　出

添
付
書
類

P37

資金管理団体でなくなった旨

指定取消の日から７日
以内

資金管理団体でなく
なった日から７日以内

下記届出事項の異動の
日から７日以内
・代表者の公職の種類
・団体の名称
・事務所所在地
・代表者の氏名

文書で提出

異動 指定取消

P39 P40

文書で提出

○○

P41

P29 P35

届出様式 P104 P105 P106

文書で提出

政党の状況に関する届

被推薦書

国会議員関係政治団体に
該当しなくなった旨の通知

政治団体の区分

届　出　先政治団体の事務所所在地

※6　被後援者の公職の種類が都道府県議会議員、知事、政令指定都市の長又は議員で、課税上の優遇措置の適用
　　を受ける場合は必要。

添付書類 ○ ○

届出区分

届出期限

設立

組織の日又は政治団体
になった日（国会議員
関係政治団体の２号団
体に該当する場合は※
６の通知を受けた日）
から７日以内

届出期限

届出方法

届出様式

届出区分

規約・会則・綱領等

支部証明書

※１

P102

異動

異動の日（国会議員関
係政治団体の２号団体
に該当する場合は※
５、２号団体に該当し
なくなった場合は※７
の通知を受けた日）か
ら７日以内

直接文書で(郵便不可）

P99

指定

指定の日から７日以
内

P38

P103

文書で提出

政治団体の設立・異動・解散等の届出

直接文書で(郵便不可）

P93

解散

解散又は政治団体でな
くなった日から30日以
内（国会議員関係政治
団体に該当していた場
合は60日以内）
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Ⅳ 政治団体の会計・経理及び収支報告書

１ 会計・経理

（１）会計帳簿の備付け及び記載、領収書等の徴収（法第９条、第１１条、第１９条の９）

政治団体の会計責任者は、会計帳簿を備え、これに当該政治団体のすべての収入及び支出

並びに金銭等の運用に関する事項を正確に記載しなければなりません。

会計帳簿は「収入簿」「支出簿」「運用簿」に分け、総務省令で定められている項目ごと

にそれぞれ記帳することとされています。（様式等は４３ページを参照）

また、政治団体の会計責任者、政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該

政治団体のために支出をした者は、１件５万円以上のすべての支出（国会議員関係政治団体

にあっては１円以上のすべての支出）について、領収書その他の支出を証すべき書面を徴さ

なければなりません。

（２）会計責任者に対する明細書の提出（法第１０条）

政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために寄附を受け、

又は支出をした者は寄附を受け、又は支出した日から７日以内に、政治団体のために寄附の

あっせんをした者及び政治資金パーティーの対価の支払のあっせんをした者はそのあっせん

を終えた日から７日以内に、その明細書を会計責任者に提出しなければなりません。

（３）会計帳簿等の保存（法第１６条）

政治団体の会計責任者は、会計帳簿、明細書及び領収書等を収支報告書の要旨が公表され

た日から３年間保存しなければなりません。

（４）政治資金の運用の規制（法第８条の３）

政治団体はその有する金銭等を、公職の候補者はその者が受けた政治活動に関する寄附そ

の他の政治資金に係る金銭等を、次に掲げる方法以外で運用することはできません。

ア 銀行その他の金融機関への預金又は貯金

イ 国債証券、地方債証券、政府保証債券又は銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中

央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券の取得

ウ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の認可を受けた金融機関への

金銭信託で元本補てんの契約のあるもの

２ 収支報告書

（１）収支報告書の提出（法第１２条、第１９条の１０）

政治団体の会計責任者は、毎年１２月３１日現在で、当該政治団体に係るその年のすべて

の収入、支出、資産の状況等について、収支報告書を作成し、翌年３月末日（国会議員関係

政治団体にあっては翌年５月末日）までに、主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員

会（複数の都道府県の区域にわたり、又は主たる事務所の所在地の都道府県の区域以外にお

いて主としてその活動を行う政治団体は、主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員

会を経由して総務大臣）に収支報告書を提出しなければなりません。
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た し、提出 間が国政選挙の 間にかかる 合は、提出 は翌年４月末日（国会議員

関係政治団体にあっては翌年６月末日）までとなります。

また、提出の 終 日が 日又は日 日である 合は、その の月 日が提出

となります。

収支報告書は、政治団体である り、毎年、提出 までに 提出しなければなりませ

ん。

ア １年間を通じて収入及び支出がなかった 合でも、収支がなかったことを記載した収

支報告書を提出しなければなりません。

イ ２年間連 して提出 までに収支報告書を提出しなかった団体については、当該提

出 を経 した日以 は、政治団体の の け出をしていない団体（任意団体）と

なされ、政治活動（選挙運動を 。）のために、寄附を受け又は支出をすることが

できなくなります。（この団体を「法第１７条第２項 用団体」といいます。）

なお、法第１７条第２項 用団体が、 び政治活動のための収入及び支出をし うと

するときは、 の きをしたうえで、 たに政治団体の の きをする 要が

あります。（７ページ「（５）政治団体 」を参照）

収支報告書の提出方法等は、１１ページ「収支報告書の提出」を参照

ウ 収支報告書の提出を った 合は、 の 用があります。

（２０ページ「 政治資金規正法の主な 」を参照）

（２）要旨の公表（法第２０条）

政治団体が毎年作成し、都道府県選挙管理委員会又は総務大臣に提出した収支報告書は、

都道府県 出の政治団体にあっては公報、総務大臣 出の政治団体にあっては 報に り、

収支報告書が提出された年の１１月末日までにその要旨が公表されます。

なお、上記の方法以外に、イ ー を 用その他 な方法に る公表が可 であ

るため、本県では公報ではなく、選挙管理委員会の ー ページにおいて公表を行っていま

す。

（３）保存及び 等（法第２０条の２）

政治団体が提出した収支報告書は、収支報告書の要旨を公表した日から３年間保存され、

この間、 れでも収支報告書の 又は しの 付を することができます。

所又は しの 付 は、都道府県 出の団体は 都道府県選挙管理委員会、総

務大臣 出の団体は総務省となります。

（４）政 成法に く政 の支 の支 報告書の提出等

支 政 付金の支 を受けた政 の支 の会計責任者は、当該支 政 付金を て又

は支 金（政 成法第１４条第２項に定める 金）を取り して てる支出（「支 政

付金に る支出」という。）等について、毎年１２月３１日現在で報告書（「 等報

告書」という。）を作成し、当該支 政 付金を支 した本 又は他の支 の会計責任者

及び都道府県選挙管理委員会へ提出しなければなりません。
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　経常経費  　（人件費）

　　　〃　　 　　（光熱水費）

　　　〃　　 　　（備品・消耗品費）

　　　〃　 　　　（事務所費）

　政治活動費 （組織活動費）

　　〃　　 （選挙関係費）

　　〃　　 （機関紙誌の発行

　　　　　 　その他の事業費）

　　〃 　　（調査研究費）

　　〃　 　（寄附・交付金）

　　〃　 　（その他の経費）

○･･･ 必ず添付。
△･･･ 下記欄に該当する支出がある場合は必要。
×･･･ 提出不要。

長崎市、諫早市、大村市、西海市、西彼杵郡 長崎県選挙管理委員会書記室 （TEL　095-824-1111）

　長崎市尾上町３－１　（長崎県庁行政棟４階市町村課内）

佐世保市、平戸市、松浦市、東彼杵郡、北松浦郡 県北地方書記室 （TEL　0956-23-4211）

　佐世保市木場田町３－25　　（県北振興局企画振興課内）

島原市、雲仙市、南島原市 島原地方書記室 （TEL　0957-63-0111）

　島原市城内１－1205　　　　（島原振興局総務課内）

五島市、南松浦郡 五島地方書記室　 （TEL　0959-72-2121）

　五島市福江町７－１　　　　（五島振興局総務課内）

壱岐市 壱岐地方書記室 （TEL　0920-47-1111）

　壱岐市郷ノ浦町本村触570　 （壱岐振興局総務課内）

対馬市 対馬地方書記室 （TEL　0920-52-1311）

　対馬市厳原町宮谷224　　 　（対馬振興局総務課内）

政治資金監査報告書 ○ × ×

１件１万円超

１件１万円超

１件１万円超 １件５万円以上

１件５万円以上

１件１万円超 １件５万円以上

１件５万円以上

１件５万円以上

１件５万円以上

１件５万円以上

１件１万円超 １件５万円以上 １件５万円以上

１件５万円以上

×

１件１万円超 １件５万円以上 １件５万円以上

１件１万円超 １件５万円以上 ×

１件１万円超 １件５万円以上 ×

収　支　報　告　書　（全政治団体提出）

報告内容

△ △ △領収書等の写し

添
付
書
類

報告様式

P 55 ～ P 79 （記載例）
 ＊収支がない場合でも、様式（その１）、（その２）、（その17）、
　（その20）は必ず提出してください。
 ＊様式は毎年12月上・中旬頃に政治団体あて郵送しています。
 ＊政治団体においても、必ず控えを保存してください。

×

政治団体の区分 国会議員関係政治団体 資金管理団体 左記以外の政治団体

提出方法

　受付の際に収支報告書の訂正等をする場合がありますので、下記提出先へ
持参提出してください。
　なお、収支報告書の訂正には会計責任者の押印又は署名が必要となりま
す。

提　出　先政治団体の事務所所在地

収支報告書の提出

毎年12月31日現在のその年のすべての収支及び資産状況

×

提出期限
国会議員関係政治団体以外の政治団体：翌年３月末日まで
国会議員関係政治団体：翌年５月末日まで
 ＊提出期間が国政選挙期間にかかる場合は、上記期限の１月後が提出期限

１件１万円超 １件５万円以上 ×

＊様式は毎年12月に政治団体あて郵送しています。
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　経常経費  　（人件費）

　　　〃　　 　　（光熱水費）

　　　〃　　 　　（備品・消耗品費）

　　　〃　 　　　（事務所費）

　政治活動費 （組織活動費）

　　〃　　 （選挙関係費）

　　〃　　 （機関紙誌の発行

　　　　　 　その他の事業費）

　　〃 　　（調査研究費）

　　〃　 　（寄附・交付金）

　　〃　 　（その他の経費）

○･･･ 必ず添付。
△･･･ 下記欄に該当する支出がある場合は必要。
×･･･ 提出不要。

長崎市、諫早市、大村市、西海市、西彼杵郡 長崎県選挙管理委員会書記室 （TEL　095-824-1111）

　長崎市尾上町３－１　（長崎県庁行政棟４階市町村課内）

佐世保市、平戸市、松浦市、東彼杵郡、北松浦郡 県北地方書記室 （TEL　0956-23-4211）

　佐世保市木場田町３－25　　（県北振興局企画振興課内）

島原市、雲仙市、南島原市 島原地方書記室 （TEL　0957-63-0111）

　島原市城内１－1205　　　　（島原振興局総務課内）

五島市、南松浦郡 五島地方書記室　 （TEL　0959-72-2121）

　五島市福江町７－１　　　　（五島振興局総務課内）

壱岐市 壱岐地方書記室 （TEL　0920-47-1111）

　壱岐市郷ノ浦町本村触570　 （壱岐振興局総務課内）

対馬市 対馬地方書記室 （TEL　0920-52-1311）

　対馬市厳原町宮谷224　　 　（対馬振興局総務課内）

政治資金監査報告書 ○ × ×

１件１万円超

１件１万円超

１件１万円超 １件５万円以上

１件５万円以上

１件１万円超 １件５万円以上

１件５万円以上

１件５万円以上

１件５万円以上

１件５万円以上

１件１万円超 １件５万円以上 １件５万円以上

１件５万円以上

×

１件１万円超 １件５万円以上 １件５万円以上

１件１万円超 １件５万円以上 ×

１件１万円超 １件５万円以上 ×

収　支　報　告　書　（全政治団体提出）

報告内容

△ △ △領収書等の写し

添
付
書
類

報告様式

P 55 ～ P 79 （記載例）
 ＊収支がない場合でも、様式（その１）、（その２）、（その17）、
　（その20）は必ず提出してください。
 ＊様式は毎年12月上・中旬頃に政治団体あて郵送しています。
 ＊政治団体においても、必ず控えを保存してください。

×

政治団体の区分 国会議員関係政治団体 資金管理団体 左記以外の政治団体

提出方法

　受付の際に収支報告書の訂正等をする場合がありますので、下記提出先へ
持参提出してください。
　なお、収支報告書の訂正には会計責任者の押印又は署名が必要となりま
す。

提　出　先政治団体の事務所所在地

収支報告書の提出

毎年12月31日現在のその年のすべての収支及び資産状況

×

提出期限
国会議員関係政治団体以外の政治団体：翌年３月末日まで
国会議員関係政治団体：翌年５月末日まで
 ＊提出期間が国政選挙期間にかかる場合は、上記期限の１月後が提出期限

１件１万円超 １件５万円以上 ×
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Ⅴ 寄附に関する制限
寄附とは、金銭、物品その他財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履

行としてされるもの以外のものをいいます。（法第４条第３項）

ただし、法人その他の団体の支出する党費又は会費は、寄附とみなされます。（法第５条第

２項）

政治資金規正法は、政治資金の集め方に節度をもたせるために、政治団体に対する寄附につ

いて制限しており、寄附の公開（収支報告書へ記載する）基準は、個人、法人その他の団体、

政治団体すべて５万円を超える額（５０，００１円以上）となります。

また、公職選挙法においても、選挙の公正確保、金のかからない政治の実現のために、特定

の寄附あるいは公職の候補者や後援団体等に関する寄附について制限を設けています。

１ 政治資金規正法による制限

（１）会社等の寄附禁止

ア 会社、労働組合、職員団体等の団体（以下「会社等」という。）は、政党、政党の支

部及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をすることができません。

（法第２１条第１項、同条第４項）

ここでいう会社等には、文化団体、同窓会などの団体も含まれます。

会社等が行う寄附には、選挙運動に関する寄附及び金銭等以外の物品による寄附等も

含まれており、例外なく禁止されています。

イ 何人も会社等に対して、政治活動に関する寄附（政党、政党の支部及び政治資金団体

に対するものを除く。）をすることを勧誘し、又は要求することはできません。（法第

２１条第３項）

ウ 会社等が負担する党費又は会費は「寄附」とみなされるため、政党、政党の支部及び

政治資金団体以外の政治団体の党費又は会費を負担することはできません。

（２）政治家個人に対する寄附禁止

ア 政治家個人の政治活動に関しての寄附は、政党がする寄附を除いて禁止されています。

ただし、選挙運動に関する寄附及び金銭等以外の物品等による寄附は禁止の対象外とな

っています。（法第２１条の２）

よって、政治家個人の後援会であっても、選挙運動に関するものを除き、その政治家

本人への金銭等による寄附は禁止されることになります。

イ 会社等が行う寄附は、政治家個人に対しても上記（１）のとおり一切禁止されていま

す。

（注）ここでいう“選挙運動に関する寄附”とは選挙運動期間中に限らず、公職の

候補者の選挙運動に対し寄附することをいいます。
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（３）寄附の 制限（法第２１条の３、第２２条）

寄附の 制限とは、政治活動に関して一の寄附者が 間に寄附することのできる金額に

ついての制限で、寄附の 制限と個 制限があります。

なお、選挙運動に関する寄附も制限の対象となること、金銭等以外の財産上の利益につい

ても に もった金額により制限の対象になること、制限の対象となる政治団体につい

ては本部 支部を て一体であることに注 を要します。

政治活動に関する寄附は、 間（ ）を て に る額を超えてはならないことに

なっています。

ア 制限（一の寄附者ができる寄附の 間限度額）

個人のする寄附

政党 政治資金団体に対する寄附 ２，０００万円

     政治家 その他の政治団体に対する寄附 １，０００万円

会社等のする寄附

政党 政治資金団体に対する寄附

資本金 組合員 等に て、 ５０万円から１ 円まで

イ 個 制限（一の寄附者から同一の 者への寄附の 間限度額）

個人のする寄附

政党 政治資金団体に対する寄附 個 制限なし

政治家（選挙運動に関する寄附及び金銭等以外の物品等による寄附に限る。）に対する寄附 １５０万円

その他の政治団体に対する寄附 １５０万円

政治家個人が らの資金 団体に対してする寄附は個 制限なし。

会社等のする寄附

政党及び政治資金団体に対する寄附 個 制限なし

その他の政治団体のする寄附

その他の政治団体に対する寄附 ５，０００万円

政治家の後援会が、その政治家の選挙 のものに寄附することは（政党その他の

政治団体、その政治家の選挙運動に関する寄附及び金銭等以外の物品等による寄附を

除き）公職選挙法により禁止されています。

ウ 制限及び個 制限のないもの

特定寄附

特定寄附とは、政治家が政党から けた政治活動に関する寄附の 部又は一部を

らの資金 団体へ寄附することです。

によってする寄附
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寄附者 政党

 受領者

※選挙運動に
 対し150万円

年間
 150万円 年間

年間 5,000万円

 150万円

　※金銭等は選挙運動に限られる。（限度額には物品を含む。）

 労働組合又は職員団体のする 会社、労働組合又は職員団体以外の
 寄附の限度額  団体のする寄附の限度額

  10億円未満 　 5万人未満      2千万円未満

  10億円以上～  50億円未満    5万人以上～  10万人未満      2千万円以上～     6千万円未満

  50億円以上～ 100億円未満   10万人以上～  15万人未満      6千万円以上～     8千万円未満

 100億円以上～ 150億円未満   15万人以上～  20万人未満      8千万円以上～ 1億円未満

 150億円以上～ 200億円未満   20万人以上～  25万人未満  1億円以上　　　～ 1億 2千万円未満

 200億円以上～ 250億円未満   25万人以上～  30万人未満  1億 2千万円以上～ 1億 4千万円未満

 250億円以上～ 300億円未満   30万人以上～  35万人未満  1億 4千万円以上～ 1億 6千万円未満

 300億円以上～ 350億円未満   35万人以上～  40万人未満  1億 6千万円以上～ 1億 8千万円未満

 350億円以上～ 400億円未満   40万人以上～  45万人未満  1億 8千万円以上～ 2億円未満

 400億円以上～ 450億円未満   45万人以上～  50万人未満  2億円以上　　　～ 2億 2千万円未満

 450億円以上～ 500億円未満   50万人以上～  55万人未満  2億 2千万円以上～ 2億 4千万円未満

 500億円以上～ 550億円未満   55万人以上～  60万人未満  2億 4千万円以上～ 2億 6千万円未満

 550億円以上～ 600億円未満   60万人以上～  65万人未満  2億 6千万円以上～ 2億 8千万円未満

 600億円以上～ 650億円未満   65万人以上～  70万人未満  2億 8千万円以上～ 3億円未満

 650億円以上～ 700億円未満   70万人以上～  75万人未満  3億円以上　　　～ 3億 2千万円未満

 700億円以上～ 750億円未満   75万人以上～  80万人未満  3億 2千万円以上～ 3億 4千万円未満

 750億円以上～ 800億円未満   80万人以上～  85万人未満  3億 4千万円以上～ 3億 6千万円未満

 800億円以上～ 850億円未満   85万人以上～  90万人未満  3億 6千万円以上～ 3億 8千万円未満

 850億円以上～ 900億円未満   90万人以上～  95万人未満  3億 8千万円以上～ 4億円未満

 900億円以上～ 950億円未満   95万人以上～ 100万人未満  4億円以上　　　～ 4億 2千万円未満

 950億円以上～1000億円未満  100万人以上～ 105万人未満  4億 2千万円以上～ 4億 4千万円未満

1000億円以上～1050億円未満  105万人以上～ 110万人未満  4億 4千万円以上～ 4億 6千万円未満

1050億円以上～  110万人以上～  4億 6千万円以上～ １億円　

5,000

5,500

750

1,500

3,000

3,500

4,000

4,500

6,000

6,300

6,600

6,900

9,600

9,900

9,000

9,300

7,200

7,500

7,800

8,100

8,400

8,700

等により年間

個 人 会 社 ・ 労 組 等 政 治 団 体

総 金 額 の
限 度 額

総 枠 制 限 個 別 制 限個 別 制 限
総枠
個別
制限

同一者への
限 度 額

制

限

な

し

（組合員又は構成員の数）

 1,000万円

同一者への
限 度 額

制限なし

※選挙運動に対し制限なし

総 金 額 の
限 度 額

年間

総金額の限度額

資本金・組合員数

制限なし

政党・政治資
金団体に対す
る寄附(万円)

総 枠 制 限総 枠 制 限 個 別 制 限

 2,000万円
 750万円～1億円

同一者への
限 度 額

制 限 な し

禁 止

寄 附 の 量 的 制 限

会 社 ・ 労 組 等 の 規 模 別 寄 附 総 枠

制限なし

（前年における年間の経費の額）

政党・政治資金団体

公 職 の 候 補 者 等

資 金 管 理 団 体

その他の政治団体

会社のする寄附の限 度額
（資本又は出資の金 額）

年間
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Ａ枠 Ａ枠

政党・政治資金団体に
対する寄附の総枠

政党・政治資金団体に
対する寄附の総枠

資本金・構成員の
数等に応じて

Ｂ枠

年間合計

1,000万円以内

Ａ枠 Ａ枠

政党・政治資金団体に
対する寄附の総枠

政党・政治資金団体に
対する寄附の総枠

資本金・構成員の
数等に応じて

年間合計

1,000万円以内

個

人

個

人

企
業
・
労
働
組
合
等

※　個人からの寄附のうち、公職の候補者が自らの資金管理団体に対してするもの及び遺贈によるものについては、特例がある。

個

人

企
業
・
労
働
組
合
等

その他の政治団体・
公職の候補者に
対する寄附の総枠

年間合計
2,000万円以内

年間合計
750万円以内～
　　　１億円以内

その他の政治団体・
公職の候補者に
対する寄附の総枠

一切禁止

一切禁止

（総枠制限なし）

【金銭等】・・・選挙運動に関するもののみ寄附できる。

年間合計
2,000万円以内

Ｂ枠

年間合計
750万円以内～
　　　１億円以内

総枠の範囲内で
個別制限なし

その他の政治団体

資金管理団体

政 党

年間１５０万円
以内

総枠の範囲内で
個別制限なし

年間１５０万円
以内

一切禁止

政党・政治団体への政治資金の流れについて

政党以外の政治団体

政 党

政治家個人
（公職の候補者）

個
別
制
限

及
び
総
枠

制
限
な
し

年間１５０万円
以内

政治家個人への政治資金の流れについて

個
別
制
限

及
び
総
枠

制
限
な
し

金銭等
物品等

物品等
【金銭等】 物品等

【金銭等】

政 党
（支部を含む）

政治団体間の政治資金の流れについて

その他の政治団体
（資金管理団体を含む。）

政治資金団体

その他の政治団体
（資金管理団体を含む。）

量的制限なし

量
的
制
限

な
し

一切禁止

年間 5,000万円以内

政治資金団体
総枠の範囲内で
個別制限なし

総枠の範囲内で
個別制限なし

量
的
制
限

な
し

一切禁止
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（４）寄附の 制限（法第２２条の３）

ア 特定会 等の寄附の

① 国又は 方公 団体から補 金、負担金、利 補 金その の 金（ 研究、 又

は に係るものその 上利 を わないもの及び政党 成法第３条第１

の 定による政党 金を除く。）の 定を受けた会 等は、その 定の通

知を受けた から１年を経 する までの 、政治活動に関する寄附をすることはで

きません。

② 国又は 方公 団体から資 金、 金その これらに ずるものの 又は一

の出資又は拠出を受けている会 等は、出資又は拠出を受けている 、政治活動に関

する寄附をすることはできません。

何人も、上 に 反してされる寄附であることを知りながら、その者に対して、政

治活動に関する寄附をすることを し、要 してはなりません。

また、上 に 反してされる寄附であることを知りながら、これを受けることはで

きません。

会 の寄附の （法第２２条の４）

３事 年 以上にわたり して を ている会 は、その がうめられるま

での 、政治活動に関する寄附をすることはできません。

また、上 に 反してされる寄附であることを知りながら、これを受けることはでき

ません。

  外国人等から寄附の受 の （法第２２条の ）

何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人 しくは外国法人である団

体等から政治活動に関する寄附を受けることはできません。

た し、主たる構成員が外国人又は外国法人である 法人のうち上場会 であって、

その する が金 所において 年以上 して上場されている者がする

寄附については、この限りではありません。

この場合、寄附をする者は上 法人である旨を、 書で、寄附を受ける者に通知しな

ければなりません。

人名義・ 名寄附の （法第２２条の ）

何人も、 人名義以外の名義又は 名で、政治活動に関する寄附をすることはできま

せん。

た し、次の３要 てを たす 名寄附（「政党 名寄附」という。）については、

されていません。

◎ 又は一 に公 される 会、 会な の会場においてなされるもの

◎ 政党又は政治資金団体に対してする寄附

◎ １件当たりの寄附が１ 以下のもの

また、上 に 反してされる寄附であることを知りながら、これを受けることはでき

ません。
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（ ）寄附のあっせんに関する制限（法第２２条の ）

ア 寄附のあっせんに係る の

何人も、政治活動に関する寄附のあっせんをする場合、 手方に対し 、 用その

の関係又は の を利用して する等、 当にその意思を するような方

法で、当該寄附のあっせんに係る をすることはできません。

寄附をしようとする者の意思に反する ・ の

政治活動に関する寄附のあっせんをする者は、寄附をしようとする者の意思に反して、

その者の 金、 、下 代金その 上これに するものからの控除による方法で、

寄附を めることはできません。

（ ）公 員等の 利用による関 等の制限（法第２２条の ）

    国 しくは 方公 団体の一 職の公 員又は特定 立 政法人の職員は、その を

利用して、政治活動に関する寄附を めたり、寄附を受けたり、 の者がする政治活動に

関する寄附に関 することは されています。

また、政治資金 の対 の支 いに関しても、 の制限があります。

２ 法に る

政治活動（選挙運動を む。）に関する寄附については、政治資金 正法による制限の か

に公職選挙法（以下「公選法」という。）による制限があり、その内容はおおむ 次のとおり

です。

（１） 負等の当事者の寄附の （公選法第１ 条）

国政選挙に関しては国と、 方公 団体の選挙に関しては当該 方公 団体と、次の関係

にある者は、当該選挙に関し寄附をすることができません。

   ア 負その 特別の利 を う の当事者は、 の当事者である 、寄附をするこ

とができません。

金 関等から利 補 の対象となっている 資（ 研究、 及び に係

るものを除く。）を受けている会 その の法人は、金 関等が利 補 金の の

定の通知を受けた から、利 補 金の 額の が した から して１年を

経 した までの 、寄附をすることはできません。

会 等が、国又は 方公 団体から、直接、利 補 金の を受けている場合は、

１ （４）のアの①の政治資金 正法の制限を受けますが、会 等が、国又は

方公 団体から利 補 を受けている金 関等から、利 補 に係る 資を受けてい

る場合は、公選法の制限を受けることになります。

  （２）公職の候補者等の寄附の （公選法第１ 条の２）

公職の候補者等（候補者となろうとする者も む。）は、当該選挙 内にある者に対し、

いかなる名義をもってするを わず、寄附をすることはできません。候補者名義の寄附も

に されています。

た し、次に る場合は、 外として されていません。
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ア 政党その の政治団体又はその支 に対する場合

た し、政治団体がその公職の候補者の後援団体（資金 理団体を除く。）である

場合は、選挙 までの一定 （注）は寄附をすることが されています。

また、 の後援団体 の寄附も、特定寄附を除き、 制限がありますので注意

してく さい。（１４ を ）

公職の候補者等の に対してする場合

とは、 等内の 、 者及び３ 等内の をいいます。

公職の候補者等が、 ら政治上の主義又は 策を 及するために う 会その

の政治 のための 会に関し、必要 むを得ない実費の補 （ 者が 会等に

するための 限 必要な 費等をいい、 事についての実費の補 を除く。）

としてする場合

た し、次に るものは 外とはならないため されます。

① 者に対して 接 （ 事の提 も む。）が われるようなもの

② 選挙 外において われるもの

選挙 までの一定 （注）に われるもの

の 内で、 の適用がないものに次のようなものがあります。（公選法第２４

条の２）

◎ ら出 した場合の

代理出 は名義人の寄附となり、 の事前 も をもって されます。

◎ ら出 した場合の

金 に限られ、 ・ は をもって されます。

（３）後援団体に関する寄附等の （公選法第１ 条の ）

ア 後援団体は、当該選挙 内にある者に対し、いかなる名義をもってするを わず、

寄附をすることができません。た し、次に る場合は、 外として されていま

せん。

① 政党その の政治団体 しくはその支 に対する寄附

② 当該公職の候補者等に対する寄附

後援団体がその 立 により う 事又は事 に関する寄附

た し、次に るものは 外とはならないため されます。

◎ ・ ・ ・ その これらに するものを出すこと。

◎ 選挙 までの一定 （注）に われるもの。

公選法上の後援団体は、いわ る後援会よりも い で、 団体、 団体等が、

ある選挙について特定の候補者を支持し、それが当該団体の政治活動のうち主たるもの

である場合には、後援団体ということになります。

何人も、後援団体の 会その の 会（後援団体を 成するための 会を む。）又

は後援団体が う 、 その の 事において、選挙 までの一定 （注）、当

該選挙 内にある者に対し、 接 をし、又は金 しくは その の を

することができません。これは、公職の候補者等の けを するものでなく、

何人によってなされるものも するものです。
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公職の候補者等は、選挙 までの一定 （注）、 の後援団体に対し寄附をする

ことができません。

た し、公職の候補者等が の資金 理団体に上 の 中、寄附をすることは

されていません。

（注）「一定 」（公選法第１ 条の 第４ ）

① 議 議員 選挙…「 の 前 選挙 」又は「 の 選挙 」

② 議 議員通 選挙…「 の 前 選挙 」

方公 団体の選挙…「 の 前 選挙 」、 による選挙以外の

選挙の場合にあっては「選挙事 の旨の告 の 選挙 」

補 選挙、 選挙…「選挙事 の旨の告 の 選挙 」

（４）公職の候補者等の関係会 等の寄附の （公選法第１ 条の３）

公職の候補者等がその 職員又は構成員である会 その の法人又は団体は、当該選挙

内にある者に対し、いかなる名義をもってするを わず、公職の候補者等の氏名を表 し又

は 推されるような方法で寄附をすることができません。

た し、政党その の政治団体又はその支 に対し寄附をする場合は除きます。

（ ）候補者等の氏名等を した団体の寄附の （公選法第１ 条の４）

公職の候補者等の氏名が表 され又はその氏名が 推されるような名 が表 されてい

る会 その の法人又は団体は、当該選挙に関し、当該選挙 内にある者に対し、いかなる

名義をもってするを わず、寄附をすることができません。

た し、政党その の政治団体又はその支 に対して寄附をする場合は除きます。

えば、「 会 」（公職の候補者等の氏名が ）のようなものを

いい、前 （４）の団体は される方法以外の方法で寄附をすることができますが、（ ）

の団体はいかなる方法をもってしても寄附をすることができません。

また、前 （４）の団体は を わず寄附をすることができませんが、（ ）の団体は

「当該選挙に関し」寄附することができません。
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等

法の

法は 制が正しく されるように、担 として を 定しており、主なものを ると

次のとおりです。（法第２３条 第２ 条の ）

反 の 内 容

届団体の寄附の受 又は支出の 反 年以下の 又は１ 以下の 金

会 理に関する 反

・会 の け及び 義 反

・ 書の提出及び 義 反

・ 書等の 義 反

・会 等の 義 反

・会 等の

・会 者の事 反

・ 支 告書等の 正 反  等

３年以下の 又は 以下の 金

支 告書等に関する 反

・ 支 告書等の提出

・ 支 告書等の 義 反

・ 支 告書等の

・政治資金 告書の提出義 反 等

年以下の 又は１ 以下の 金

会 等の寄附の制限 反

政治家の政治活動に関する寄附の 反

１年以下の 又は 以下の 金

寄附の 制限 反 １年以下の 又は 以下の 金

寄附の 制限 反 ３年以下の 又は 以下の 金

寄附のあっせんに関する制限 反 以下の 又は３ 以下の 金

公選法による寄附の制限 反についても、公選法により の 定があります。

２ の

法に定める を した者は、下 の 、公民権（公選法に 定する選挙権及び被選挙権）

が されます。（法第２８条）

ア に せられた者

が確定した から の を わるまでの とその後 年

金 に せられた者

が確定した から 年

これらの の の い しを受けた者

が確定した から の を受けることがなくなるまでの

なお、法の 反によりその公民権を される場合においては、あわせて選挙運動も

されます。
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税

人の寄附に対する税の優遇措置

議会制民主主義は、国民主権の原理の下で、国民の代表として、国民の負託を受けた議会の

議員を直接の担い手として運営される政治形態です。この議会制民主政治において、国民の意

思をより正確に反映していくためには、政治の直接の担い手である政治家の政治活動に要する

経費も、それを支持する国民個々人が拠出する寄附によってまかなわれるのが望ましい姿とい

えます。

こうしたことから、その実現にむけて個人からの寄附を奨励するための措置の一つとして、

租税特別措置法により、個人寄附に係る税制上の優遇措置があります。

（１）優遇措置の内容（法第３２条の４、租税特別措置法第４１条の１８）

個人が拠出した政治活動に関する寄附のうち一定の要件に該当するものについては、寄附

金控除（所得控除）の対象となっていますが、そのうち、政党及び政治資金団体に対する寄

附については、政党等寄附金特別控除（税額控除）の対象にもなり、確定申告において所得

控除と税額控除のいずれか有利な方を選択することができます。

（２）優遇措置の要件

個人寄附であれば、すべて優遇措置が受けられるわけではなく、アの①又は②の要件に該

当することが必要です。

ア 適用の対象

① 次の政治団体に対してする寄附であること。

◎ 政党、政治資金団体

◎ 国会議員が主宰し、又はその主要な構成員が国会議員である政策研究団体等・

国会議員氏名届を提出している団体であること。

◎ 特定の公職の候補者（国会議員、県知事、県議会議員、指定都市の長及び議員）

の後援団体

・国会議員の後援団体は「国会議員関係政治団体（２号団体）に該当する旨の

通知」を提出している団体であること。

・国会議員以外の後援団体は「被推薦書」を提出している団体であること。

（注）

・特定の公職の候補者の後援団体のうち、現職でない者の後援団体に対する寄

附については、立候補した年とその前年中にされた寄附に限られます。

・現職が落選した場合は、現職であった年までが対象となります。

・候補者になろうとする者が、何らかの事情で立候補しなかった場合は対象と

なりません。

② 特定の公職の候補者の選挙運動に関する寄附であること。
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支 告書 の

政治団体が 年１２ ３１ 現 で 成し、提出する 支 告書又は の に提出

する 支 告書、候補者が公選法の 定により一定 内に提出する選挙運動に関する

支 告書の中に、優遇措置の適用を受けようとする寄附者の氏名、 所、職 、寄附

の金額及び年 が されていることが必要です。

政治団体が提出する 支 告書には年 を える寄附、候補者の選挙運動に関

する 支 告書には１件１ を える寄附について、寄附者の氏名、 所、職 、寄

附の金額及び年 を することが義 けられていますが、優遇措置を受けようと

する寄附者については、たとえ、これ以下の金額であっても 支 告書に氏名等が

されていることが必要です。

「寄附金（税額）控除のための書 」を提出し、確 を受けていること

適用を受けようとする者は、政治団体又は特定の公職の候補者から、都 県の選挙

理 員会（ 届出の政治団体にあっては 、都 県の選挙 理 員会

の届出の団体にあっては当該選挙 理 員会）の確 を受けた「寄附金（税額）控除の

ための書 」（８ を ）を受 し、 書とともに税 に確定申告をしな

ければなりません。（手 きの れは次 ）

（３）適用除外

（２）の要件をすべて たすものであっても、次の場合には優遇措置が適用されないこと

となっています。

ア 法の 定に 反するもの

個人寄附の 制限 個別制限を えてなされた寄附、 人名義の寄附等、法の 定

に 反するものは寄附金控除の対象から除かれます。

寄附者に特別の利 が及 場合

えば、公職の候補者が の資金 理団体 後援会に寄附した場合 、候補者がお

いに 手方の後援会に対し寄附をしあう場合等が えられますが、 のような

が該当するかは、個別の に て税 で されます。

２ 法人等の寄附に対する税の優遇措置

法人が政治団体に対し、その政治活動に関して寄附を った場合、税制上特 の優遇措置は

とられていませんが、 の寄附金と合 して寄附金の 金 限 額の 内で 金 の対

象となります。
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３ 政治団体に対する課税

政治団体は、その収入のほとんどを寄附収入と事業収入に依存しており、政治団体のこれら

の収入については非課税措置が適用されていますが、これは、政治団体が政治活動を行うこと

を目的として設立され、議会制民主主義の下で政治活動の中心的担い手として、その得た収入

を政治活動に消費することを前提としたものです。

したがって、これに反し、その得た収入を政治活動以外のために消費するような場合につい

ては、課税の対象となりますし、また、政治団体が得た収入をその構成員で分配するなどした

場合については、その受取者において課税されることとなります。

なお、消費税は、政治団体が購読料等の対価を得て機関紙誌を発行する場合には課税されま

す。

４ 政治家個人に対する課税

政治家個人の収入は、歳費等の給与所得、預金利子等のその他の所得と政治活動に関して受

けた政治資金等の雑所得があり、これらは通算して所得税の課税対象とされますが、政治資金

に係る雑所得の計算では、政治資金に係る収入から政治活動のための費用を控除し、残余があ

る場合に、それが雑所得として課税の対象となります。

ただし、雑所得に係る赤字は、他の種類の所得の黒字と損益通算ができないこととなってい

ますので、政治資金に係る雑所得の計算上赤字（政治活動に要した費用の方が政治資金として

受けた収入より多い場合）が生じても他の所得からその分を差し引くことはできません。

なお、選挙運動に関して受けた収入で、選挙運動に関する収支報告書により報告がなされて

いるものについては課税されません。
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Ⅷ 政治資金パーティー
政治資金パーティーとは、 対価（ ）を して行われる で、当該 の対価に係

る の金 から当該 に する の金 を し いた を、当該 を した者又

はその者 の政治 （ を 。）に関し支 することとされているもの をいい

ます。（法第８条の２）

したがって、 を集めて行う 、 さんの を う

な 、いかなる 、 金 の を問わず、参加者が を して行われるもの（

をあ て、それを政治 のために支 することを としないもの）は、 政治資金パー

ティー といいません。

また、一の政治資金パーティーの対価に係る のう 、 一の者から２ を る対

価の支払があった場合 、 一の者によって２ を る対価の支払のあっせんがあった

場合は、 支 にその を しなけれ なりません。（法第 ２条）

１ 政治資金パーティーの対価の支払いに関する制限

政治資金パーティーの対価の支払（パーティー ）は、 務の 行として支払われるも

のであり、 を にしている り、政治 に関する に該当するものではありません

が、政治資金パーティーは政治団体が することを としており、その を るため、

、あっせんの 等の 定が けられています。

（ ） （ ）（法第２２条の８第 項、 条第 項）

政治資金パーティーを する者は、一の政治資金パーティーにつ 、 一の者から、 ５

を て、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けてはいけません。

また、政治資金パーティーの対価の支払をする場合において、一の政治資金パーティーに

つ 、 ５ を て、当該政治資金パーティーの対価の支払をしてはいけません。

（２） 務（法第２２条の８第２項）

政治資金パーティーを する者は、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けようと

すると は、あらか め、当該対価の支払をする者に対し、当該対価の支払が政治資金パー

ティーの対価の支払である を （パーティー 、 、 等）により しな

けれ なりません。

また、その に係る に す は この は、政治資金 法第８条の２

に 定する政治資金パーティーです。 とされています。

（ ） による支払の禁止（法第２２条の８第４項）

人の の 又は で、政治資金パーティーの対価の支払をすることは禁止さ

れています。また、これに 反してされる政治資金パーティーの対価の支払を受けてはなり

ません。
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（４）威迫等によるあっせんの禁止（法第２２条の８第４項）

政治資金パーティーの対価の支払のあっせんをする場合において、相手方に対し業務、雇

用その他の関係又は組織の影響力を利用して威迫する等、不当にその意思を拘束するような

方法で、当該対価の支払のあっせんに係る行為をしてはなりません。

また、政治資金パーティーの対価の支払のあっせんをする者は、いかなる方法をもってす

るを問わず、対価の支払をしようとする者の意思に反して、その者の賃金、工賃、下請代金

その他性質上これらに類するものからの控除による方法で、当該対価として支払われる金銭等

を集めてはなりません。

（５）公務員等の地位利用による関与等の禁止（法第２２条の９）

政治資金パーティーの対価の支払については、国若しくは地方公共団体の一般職の公務員

又は特定独立行政法人の職員は、その地位を利用して、政治資金パーティーに対価を支払っ

て参加することを求めたり、政治資金パーティーの対価の支払を受けたり、他の者がする政

治資金パーティーの対価の支払に関与することは禁止されています。
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Ⅸ 後援団体等の政治活動に関する文書図面の規制
選挙が行われていない 常時における政治活動に いては、次の文書図画を掲示することは

として禁止されています。（公選法第１４３ ）

公職の候補者又は公職の候補者とな うとする者（以下 公職の候補者等 という。）

の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は氏名が されるような事

を表示する政治活動用文書図画

後援団体の政治活動のために使用される文書図画で、当該後援団体の名称を表示する政

治活動用文書図画

ただし、以下の事 （１） （４）に いては掲示することができます。

（１）立 及び 板の で下の表に掲 る総 の 内で、か 、公職の候補者等又は後援団体

の政治活動に使用する事務所ごとにその場所において通 て２以内に り掲示されるもの

立 及び 板の の は、 １ ４ 以内（下の の 等も む。）で、

当該選挙を する選挙 員会が する を したものを掲示しなければな

りません。また、次のような があります。

ア 動 等に り けて掲示することはできません。

イ 中に を れたあん ん形 のものは、立 ・ 板の とは認められません。

ウ この立 ・ 板の は、選挙期間前に掲示したものであれば、選挙期間中も掲示して

おくことができます。ただし、選挙期間中の 動はできません。

エ 事務所がない場所には掲示することができません。

の の方法

・下の表の区 に て、当該選 に え けてある 書により、 し

てください。

・後援団体が を するときは、当該後援団体に る公職の候補者等の同 書を

しなければなりません。

・衆議院 例 表と衆議院 選挙区選挙の 立候補に る候補者等及びその後援団体に

いては、衆議院 例 表の に るものと なされます。

選挙の
の

公職の候補者等 後援団体

衆議院

議員

選挙区 １ １ 選挙 員会

例 表・

選挙区

４６
（ただし、１ 選挙

区には１ 以内）

６
（ただし、１ 選挙

区には１ 以内）

中 選挙 会

参議院

議員

選挙区 １４ ２１ 選挙 員会

例 表

１
（ただし、 内に

は１４ ）

１
（ただし、 内に

は２１ ）

中 選挙 会

知事 １４ ２１
選挙 員会

議会議員 ６ ６

・ 議会議員 ６ ６ 当該 の選挙 員会

・ 議会議員 ４ ４ 当該 の選挙 員会
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（２）政治活動用ポスター

ただし、下記のようなポスターは掲示することができません。

ア ベニア板・プラスチック板等で裏打ちされたもの

イ 表面に掲示責任者、印刷者の氏名（法人の場合は名称）及び住所（所在地）が記載

されていないもの

ウ 公職の候補者等又は後援団体の政治活動のために使用する事務所若しくは連絡所を

表示し、又は後援団体の構成員であることを表示するためのもの

エ 下記の選挙ごとの一定期間内に、当該選挙区内に掲示するもの

◎衆議院議員総選挙･･････任期満了の日の６月前の日又は解散の日の翌日から選挙

期日まで

◎参議院議員通常選挙････任期満了の日の６月前の日から選挙期日まで

◎地方選挙･･････････････任期満了の日の６月前の日又は選挙事由が告示された日

の翌日から選挙期日まで

◎再選挙・補欠選挙･･････選挙事由が告示された日の翌日から選挙期日まで

オ 選挙運動にわたると認められるもの

例えば、候補者等又は後援団体が行う演説会等の開催周知のために使用される裏打

ちのないポスター等は、公職の候補者等の氏名や後援団体の名称が表示されていても、

一般的には禁止の対象にはなりませんが、選挙運動にわたると認められるものは禁止

されています。

なお、選挙運動にわたるとおおむね認められるものとして、次のようなものが考え

られます。

◎ 演説会等のポスターに公職の候補者等が特定の選挙の立候補予定者である旨、

政党等の公認である旨等を記載したもの

◎ 演説会の開催予定のないものや、演説会の開催予定の日より異常に早い時期に

掲示されたもの、あるいは開催場所から異常に離れた場所に掲示されたもの、演

説会の終了後も掲示されているもの

◎ 必要以上に大きなもの又は大量に掲示されたもの

（３）政治活動のための演説会等の開催中その会場において使用されるもの

この場合には、すべての形態の文書図画を掲示することができます。

ただし、前述と同様に政治活動のために使用されるものでなければならず、選挙運動にわ

たるものであってはいけません。

（４）選挙運動期間中、特に掲示が認められたもの（公選法第１４章の３）


